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　平成 25 年４月に施行される障害者総合支援法
では、障害者の範囲に難病等（障害者総合支援法
第４条第１項の政令で定める疾病）の方々が加わ
ります。
　対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有
無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービ
ス等の受給が可能となります。
　詳細については、健康増進課健康づくり班まで
お問い合わせください。
　　

◆問い合わせ　
健康増進課　健康づくり班　
☎０８２０（７７）５５０４
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４月から難病等の方々が
障害福祉サービス等の対象となります

　身体障害者手帳に該当しない軽度・中等度難聴児（18
歳未満）の言語能力の健全な発達を図るため、補聴器購
入費及び修理費の助成制度が平成 24 年８月１日から始
まりました。
　軽度・中等度の難聴児は、音への反応があるため、難
聴があると気付かれにくく、そのままにしておくと言葉
の遅れや発音の誤りなど言語の発達に支障をきたすこと
もあります。このような場合、早期に補聴器をつけるこ
とで、言語の発達やコミュニケーション能力を高めるこ
とができると言われています。
　町では、こうした子どもの言語習得やコミュニケー
ション能力向上を高めることを目的に、補聴器の購入費
用等の助成を行います。

○助成対象
　身体障害者手帳の交付対象とならない程度（両耳の聴
力レベルが原則として 30 デシベル以上 70 デシベル未
満）の 18 歳未満の児童（医師が必要と認めれば 30 デ
シベル未満も対象）

○助成額
　見積額もしくは基準額のどちらか少ない額の 3 分の 2

難聴児に対する補聴器購入費等の
一部を助成します

◆問い合わせ　福祉課　民生福祉班
☎０８２０（７７）５５０５

○申込方法
　補聴器を購入または修理する前に福祉課または各
総合支所・出張所で申請してください。
　なお、医師意見書などが必要となりますし、所得
制限がありますので、事前にご相談ください。

○主な補聴器の種類と基準額

機種
（耳掛け型）

基準額
（本体とイヤモールド）

軽度・中等度難聴用 ５２, ９００円

高度難聴用 ５２, ９００円

重度難聴用 ７６, ３００円


